[bookmark: _b48cbv5amqby]準委任契約書（成果完成型）

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、甲が乙に委託する業務について、民法第六百五十六条に基づく準委任契約として、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _eakwd2qq09du]第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し、一定の成果物の完成を目標として業務を委託し、乙がその完成に向けて善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行する準委任関係を定めることを目的とする。

[bookmark: _ed4lqfm0ymrr]第2条（業務内容）
1. 乙が甲から受託する業務内容は、別途甲乙間で合意する業務仕様書、発注書、又は電子的合意により定める内容（以下「本業務」という。）とする。
2. 本業務は成果物の完成を目標とするが、乙は成果完成そのものを法的に保証する義務を負うものではなく、準委任契約としての性質を有することを甲乙は確認する。

[bookmark: _cddnjpxbjpcz]第3条（業務遂行義務）
1. 乙は、本業務を遂行するにあたり、専門家としての知識及び経験に基づき、善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとする。
2. 乙は、本業務の進捗状況について、甲から求めがあった場合には、合理的な範囲で報告を行うものとする。

[bookmark: _9zcuxo6om4sk]第4条（再委託）
1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には、事前に甲の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2. 前項に基づき再委託を行った場合であっても、乙は再委託先の行為について自らの行為と同一の責任を負うものとする。

[bookmark: _lhx27omnycdo]第5条（報酬）
1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として、別途合意した金額の報酬を支払うものとする。
2. 報酬の支払時期及び支払方法については、請求書の発行日、又は別途定める条件に従うものとする。
3. 本契約が準委任契約であることから、成果物が甲の期待どおりの結果に至らなかった場合であっても、乙が本契約に定める義務を尽くしている限り、甲は報酬の支払義務を免れない。

[bookmark: _wh05af5iong8]第6条（費用負担）
本業務の遂行に必要な費用については、別途合意がない限り、乙の負担とする。

[bookmark: _71ly60b5rr27]第7条（成果物の取扱い）
1. 本業務の結果として成果物が作成される場合、その内容及び範囲は別途合意により定めるものとする。
2. 成果物の著作権（著作権法第二十七条及び第二十八条の権利を含む。）の帰属については、別途合意がない限り、報酬の全額支払完了時に甲に帰属するものとする。
3. 前項にかかわらず、乙は自己の営業活動及び実績紹介の目的に限り、成果物を無償で利用できるものとする。

[bookmark: _weomx2dn9nhw]第8条（秘密情報の取扱い）
1. 本契約に関連して開示される、技術情報、営業情報、個人情報その他一切の非公開情報を秘密情報とする。
2. 乙は、秘密情報を本業務の目的以外に利用してはならず、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
3. 本条の義務は、本契約終了後も存続する。

[bookmark: _fu85xfsvomaz]第9条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までの期間とする。
2. 契約期間満了前であっても、甲乙協議のうえ合意があれば、本契約を更新することができる。

[bookmark: _ur69whk1mm7g]第10条（中途解約）
1. 甲又は乙は、やむを得ない事由がある場合には、相手方に対し事前に通知することで、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2. 前項の場合、既に乙が業務を遂行した部分については、甲は相当額の報酬を支払うものとする。

[bookmark: _ah1ywt28zz0l]第11条（損害賠償）
甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、通常かつ直接の損害に限り、その損害を賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _7e75plvc3131]第12条（免責）
乙は、本業務の結果として得られる成果が、特定の目的への適合性、完全性、正確性を有することについて、何ら保証するものではない。

[bookmark: _w8dybfnztroe]第13条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

[bookmark: _41iyzil22ac2]第14条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _gjc46yjsxkey]第15条（免責文）
本契約書ひな形は一般的な参考例として作成されたものであり、特定の事案への適合性や法的有効性を保証するものではない。実際の利用にあたっては、必ず弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　
住所：
氏名：

